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はじめに

建設投資推計は，わが国の建設活動の動向を出

来高ベースで把握するもので，国内市場規模とそ

の構造を明らかにすることを目的として作成され

ている。

本年度においても，平成１６年６月に「平成１６年

度建設投資見通し」をとりまとめたので，その概

要について紹介する。

建設投資見通しの概要

平成１６年度の建設投資は，前年度比３．６％

減の５１兆９，０００億円となる見通しである。

� 平成１６年度の建設投資を政府・民間別に見る

と，政府投資は２０兆４，１００億円（前年度比１１．１

％減），民間投資は３１兆４，９００億円（同２．０％増）

となり，建築・土木別には，建築投資が２８

兆９，１００億円（同０．３％増），土木投資が２３兆円

（同８．１％減）となる見通しである。

� 平成１５年度の建設投資は前年度比４．４％減の

５３兆８，５００億円となる見込みである。このうち

政府投資は同９．５％減の２２兆９，７００億円，民間投

資は同０．２％減の３０兆８，８００億円と見込まれ，建

築・土木別には，建築が同１．１％減の２８兆８，３００

億円，土木が同７．８％減の２５兆３００億円となる見

込みである。

� 建設投資は昭和５９年度以降，平成２年度まで

民間投資の増加により前年度比プラスで推移

し，平成４年度には８４兆円に達した。その後，

主に民間建設投資の減少により平成６，７年度

は８０兆円を下回った。平成８年度は民間住宅投

資の増加により一時的に８０兆円台となったが，

平成９年度以降は７０兆円台，平成１１年度以降は

６０兆円台で推移し，平成１４年度からは５０兆円台

で推移する状況となっている（表―１，図―

１）。

平成１６年度の建設投資見通しの
特徴

� 国内総生産（名目）及び建設投資の推移

平成１６年度の建設投資（名目）（５１兆９，０００

億円）が国内総生産（GDP）（５００兆６，０００億

円）に対する比率は１０．４％と見込まれる。

国内総生産（GDP）に占める建設投資の割合

は，昭和５０年代の前半までは２割程度の水準で推

移していたが，昭和５４年度以降漸減傾向となっ
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図―１　建設投資額（名目）の推移�
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表―１ 建設投資（名目値）

年 度

項 目

投 資 額 伸 び 率

平成１３年度
平成１４年度

（見込み）

平成１５年度

（見込み）

平成１６年度

（見通し）
平成１３年度

平成１４年度

（見込み）

平成１５年度

（見込み）

平成１６年度

（見通し）

総 計 ６１２，８７５ ５６３，０００ ５３８，５００ ５１９，０００ △７．４ △８．１ △４．４ △３．６

建 築 ３０８，０６１ ２９１，６００ ２８８，３００ ２８９，１００ △８．４ △５．３ △１．１ ０．３

住 宅 １９５，１９３ １８８，０００ １８６，３００ １８６，４００ △８．１ △３．７ △０．９ ０．１

政 府 ９，４４２ ８，９００ ７，４００ ６，６００ △２．８ △５．７ △１６．９ △１０．８

民 間 １８５，７５１ １７９，２００ １７８，８００ １７９，９００ △８．４ △３．５ △０．２ ０．６

非 住 宅 １１２，８６８ １０３，６００ １０２，０００ １０２，６００ △８．８ △８．２ △１．５ ０．６

政 府 ２６，７０３ ２６，２００ ２３，９００ ２０，１００ △１１．８ △１．９ △８．８ △１５．９

民 間 ８６，１６５ ７７，４００ ７８，１００ ８２，６００ △７．８ △１０．２ ０．９ ５．８

鉱 工 業 １４，５６１ １１，３００ ― ― △１６．２ △２２．４ ― ―

そ の 他 ７１，６０４ ６６，２００ ― ― △５．８ △７．５ ― ―

土 木 ３０４，８１４ ２７１，４００ ２５０，３００ ２３０，０００ △６．４ △１１．０ △７．８ △８．１

政 府 ２４５，７８６ ２１８，６００ １９８，４００ １７７，５００ △５．３ △１１．１ △９．２ △１０．５

公 共 事 業 ２１８，０５９ １９４，０００ １７６，９００ １５６，６００ △４．４ △１１．０ △８．８ △１１．５

そ の 他 ２７，７２７ ２４，６００ ２１，５００ ２０，９００ △１１．８ △１１．３ △１２．６ △２．８

民 間 ５９，０２８ ５２，８００ ５１，９００ ５２，５００ △１０．８ △１０．６ △１．７ １．２

再

掲

総計
政 府 ２８１，９３１ ２５３，７００ ２２９，７００ ２０４，１００ △５．９ △１０．０ △９．５ △１１．１

民 間 ３３０，９４４ ３０９，４００ ３０８，８００ ３１４，９００ △８．７ △６．５ △０．２ ２．０

建築
政 府 ３６，１４５ ３５，１００ ３１，３００ ２６，６００ △９．６ △２．９ △１０．８ △１５．０

民 間 ２７１，９１６ ２５６，６００ ２５６，９００ ２６２，４００ △８．２ △５．６ ０．１ ２．１

土木
政 府 ２４５，７８６ ２１８，６００ １９８，４００ １７７，５００ △５．３ △１１．１ △９．２ △１０．５

民 間 ５９，０２８ ５２，８００ ５１，９００ ５２，５００ △１０．８ △１０．６ △１．７ １．２

民間非住宅建設

（非住宅建築＋土木）
１４５，１９３ １３０，２００ １３０，０００ １３５，１００ △９．０ △１０．３ △０．２ ３．９

（注） 平成１４年度以降の数値については，四捨五入により１００億円単位の値としたので，各項目の合計は必ずしも一致

しない。

（単位：億円，％）
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図―２　建設投資の国内総生産に対する比率�
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図―３　平成16年度建設投資の構成（名目値）�
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た。昭和６１年度以降は拡大基調で推移し，平成２

年度には１８．１％となった。その後は再び減少基調

となり，平成１６年度は１０．４％となる見通しである

（図―２）。

� 建設投資の構成

平成１６年度の建設投資の構成を見ると，投

資の主体別には，政府投資が３９．３％，民間投

資が６０．７％，建築・土木別には，建築投資が

５５．７％，土木投資が４４．３％となる見通しであ

る。

建設投資の構成は，投資の主体別には政府と民

間，客体別には建築と土木に分けられ，建築はさ

らに住宅建築と非住宅建築に分けられる。

建設投資のうちウェイトの高いものは，民間住

宅投資と政府土木投資である。平成１６年度の見通

しでは，建設投資に対して，それぞれ，３４．７％，

３４．２％となっており，この両者で建設投資全体の

６８．９％を占めている。

政府建設投資の動向

平成１６年度の政府建設投資は，前年度比

１１．１％減の２０兆４，１００億円となる見通しであ

る。

住 宅

非住宅

政府建設投資

公共事業

土木

そ の 他 地方公営関係事業等（鉄道，電力・ガス，上・工業用水道，その他）

（参考１） 政府建設投資の概念区分

建築

治山，治水，海岸

道路

港湾，漁港，空港

生活環境施設（公園，下水道，環境衛生）

災害関係

その他の公共事業（農業基盤，林道等）
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� 平成１６年度当初予算の政府の一般公共事業費

（前年度比３．５％減）及び地方単独事業費（前年

度比９．５％減：平成１６年度「地方財政計画」（平

成１６年２月）による）が減少すること等から，

政府建設投資は前年度比１１．１％減の２０兆４，１００

億円となる見通しである。

� このうち，建築投資は前年度比１５．０％減の２

兆６，６００億円，その内訳では住宅投資が同１０．８

％減の６，６００億円，非住宅建築投資が同１５．９％

減の２兆１００億円となる見通しである。

土木投資は，前年度比１０．５％減の１７兆７，５００

億円，その内訳では公共事業は同１１．５％減の１５

兆６，６００億円，公共事業以外が，同２．８％減の２

兆９００億円となる見通しである。

住宅投資の動向

平成１６年度の住宅投資は，５年ぶりに増加

し前年度比０．１％増の１８兆６，４００億円となる見

通しである。また，新設住宅着工戸数は４年

ぶりに増加となった前年度を若干上回るもの

と見込まれる。

� 景気の回復基調の継続や住宅ローン減税制度

の延長等により，平成１６年度の新設住宅着工戸

数は，４年ぶりに増加となった前年度を若干上

回るものと見込まれる。

� 民間住宅投資は，前年度比０．６％増の１７兆

９，９００億円となる見通しである。これに政府住

宅投資を合わせた平成１６年度の住宅投資全体で

は，前年度比０．１％増の１８兆６，４００億円となる見

通しである。

� 平成１５年度の新設住宅着工戸数は，対前年度

比２．５％増の１１７万４千戸（１４年度：１１４万６千

戸）となった。利用関係別に見ると，持家は３７

万３千戸（対前年度比２．１％増），貸家は４５万９

千戸（同０．９％増），給与住宅は８千戸（同１５．１

％減），分譲住宅は３３万４千戸（同５．６％増）と

なっている。

投資ベースでは，住宅投資全体で前年度比０．９

％減の１８兆６，３００億円となる見込みである。

民間非住宅建設投資の動向

平成１６年度の民間非住宅建設投資（非住宅

建築及び土木）は，前年度比３．９％増の１３兆

５，１００億円となる見通しである。

� 平成１６年度の民間非住宅建設投資（非住宅建

築及び土木）は，製造業を中心に企業の設備投

資の増勢が続くことが見込まれることから，前

年度比３．９％増の１３兆５，１００億円となる見通しで

ある。

このうち，民間非住宅建築投資は，前年度比

５．８％増の８兆２，６００億円となる見通しである。

また，民間土木投資は，前年度比１．２％増の

５兆２，５００億円となる見通しである。

� 平成１５年度の民間非住宅建築は，投資ベース

では，前年度比０．９％増の７兆８，１００億円となる

見込みである。

また，民間土木投資は，前年度比１．７％減の

５兆１，９００億円となる見込みである。

政府住宅

民間住宅

建築 非住宅

土木

（参考３） 民間非住宅建設投資の概念区分

民間非住宅

建設投資

鉄道（JR，私鉄）

電気通信（NTT等）

電力（９電力等）

私営ガス

民間土地造成

その他

（参考２） 住宅投資の概念区分

住宅投資
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はじめに

わが国の国民の生活や経済を支えている建築物

は，戦災復興，高度経済成長期以降の新規建設中

心の時代から，人口・世帯数の減少や経済社会の

成熟化，資源の有効活用を背景に，適切に維持修

繕，改修をしながら長く活用していく「ストック

再生」の時代を迎えている。しかしながら，建築

物の安全性と市街地の防災機能に着目すると，平

成７年の阪神・淡路大震災において，建物崩壊と

それに伴う市街地火災によって多数の尊い命が奪

われたほか，昨年７月の宮城県北部地震において

も被害が発生するなど，現在に至っても地震や火

災に対する安全性が十分確保されているとはいえ

ない状況にある。今後の大規模地震に備えた「安

全で安心できるまちづくり」の実現は，世界有数

の地震国日本において緊急に取り組むべき課題で

あり，制度面の充実強化等が必要となっている。

このようなことから，このたび建築基準法等を

改正し，建築物の安全性および市街地の防災機能

の確保等を図るため，建築物に係る報告・検査制

度の充実および強化，既存不適格建築物について

順次改修を可能とする建築規制の合理化，防災街

区整備事業の推進のための支援措置の拡充等の措

置を講じることとされ，第１５９回国会において，

平成１６年５月２５日成立，６月２日公布された。本

稿では，このうち官公庁施設の建設等に関する法

律（以下「官公法」）に関する部分の改正趣旨と

内容について紹介する。

定期点検制度

建築基準法第１２条では，従来から，一定の建築

物について，所要の調査および検査を行い，特定

行政庁に報告する定期報告制度があったが，国，

都道府県，建築主事を置く市町村（以下「国

等」）については，適用が除外されていた。今般

の改正建築基準法では，国等の建築物について，

既存ストックの安全性を確保する観点から，一定

の用途および規模を満たす建築物の劣化の状況等

について定期に点検することを義務付けることと

された。

官公法の一部改正の趣旨

このような建築基準法の改正に並行して，官公

法についても一部改正された。国の建築物につい

ては，その公共的性格から，より高度な安全性の

確保および国有財産の既存ストックの有効活用を

図ることが求められており，建築基準法で点検対

象となるものに限らず，定期に点検を行い，万全

の安全を期すものとするとともに，異常の早期発

見によって予防的な措置を講じることにより，長

官公庁施設の建設等に関する
法律の一部改正

国土交通省 大臣官房官庁営繕部 計画課 保全指導室
すみ だ ひろのり

企画専門官 住田 浩典
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期耐用性の確保を図ることが必要である。

また，上記定期点検の結果を踏まえ，所管に属

する建築物を適正に保全していくことは，各省各

庁の長に課せられた責務であり，国土交通大臣

が，国家機関の建築物全般に関し，定期点検の内

容等を含む統一的な保全の基準を定め，国家機関

の建築物が劣化等により，当該保全の基準を満た

しているかどうかを把握し，その基準の実施につ

いて，関係国家機関に勧告することにより，国家

機関の建築物全体の安全性の水準の向上を図るこ

とが重要である。

以上を踏まえ，官公法の一部を改正することと

したものである。

官公法の一部改正の概要

改正の概要は，以下のとおりである。

改正後第１２条第１項および第２項では，建築基

準法第１２条で点検が義務付けられる建築物に加

え，政令で定める一定の規模要件を満たすものに

ついて定期の点検を義務付けることとした。点検

の内容については，国土交通省令で定められる。

また，改正後第１３条第１項は，従来の位置・規

模・構造の基準に加え，国土交通大臣が保全の基

準を定めることとし，その実施に関し勧告を行う

ことができることとした。これとともに，当該定

期点検および建築基準法による定期点検の結果に

関して，必要に応じて状況を把握するため，同条

第２項において，保全に関する必要な報告または

資料の提出を求めることができることとした。

なお，改正法は，今後，所要の政省令等を制定

し，周知期間を置いた上で，公布の日から起算し

て１年以内に施行されることとなる。

おわりに

今後，改正法の適切な運用を図ることにより，

国家機関の建築物の保全の一層の適正化を推進

し，高度な安全性の確保と既存ストックの有効活

用が図られることを期待したい。

官公庁施設の建設等に関する法律

（昭和２６年法律第１８１号。

最終改正 平成１６年６月２日）（抄）

（国家機関の建築物等の保全）

第１１条 各省各庁の長は，その所管に属する建

築物及びその附帯施設を，適正に保全しなけ

ればならない。

（国家機関の建築物の点検）

第１２条 各省各庁の長は，その所管に属する建

築物（建築基準法第１２条第２項に規定するも

のを除く。次項において同じ。）で政令で定

めるものの敷地及び構造について，国土交通

省令で定めるところにより，定期に，一級建

築士若しくは二級建築士又は同条第１項の資

格を有する者に，損傷，腐食その他の劣化の

状況の点検をさせなければならない。

２ 各省各庁の長は，その所管に属する建築物

で前項の政令で定めるものの昇降機以外の建

築設備について，国土交通省令で定めるとこ

ろにより，定期に，一級建築士若しくは二級

建築士又は建築基準法第１２条第３項の資格を

有する者に，損傷，腐食その他の劣化の状況

の点検をさせなければならない。

（国家機関の建築物に関する勧告等）

第１３条 国土交通大臣は，国家機関の建築物及

びその附帯施設の位置，規模及び構造並びに

保全について基準を定め，その実施に関し関

係国家機関に対して，勧告することができ

る。

２ 国土交通大臣は，関係国家機関に対して，

国家機関の建築物の営繕及びその附帯施設の

建設並びにこれらの保全に関して必要な報告

又は資料の提出を求めることができる。

３ 国土交通大臣は，国家機関の建築物及びそ

の附帯施設の保全の適正を図るため，必要が

あると認めるときは，部下の職員をして，実

地について指導させることができる。
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